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虐待対応のフローチャート

虐待を受けた（受けたと思われる）

利用者・家族

虐待を受けた（受けたと思われる）

利用者を発見した職員

報 告報 告

相談・通報・届出

施設職員

報 告

虐待防止受付担当者・虐待防止委員

報 告

虐待防止責任者（施設長）

事実確認

現状把握（違憲性の高い場合は警察へ通報）

対象職員への聞き取り調査

他の職員への聞き取り調査

助言・

指導等

今後の対応・再発防止策の検討

利用者・家族への説明・謝罪 再発防止策の実施

※市町村への相談・報告は虐待が疑われた段階で速やかに行う


